
令和３年（２０２１年）４月７日 

保護者の皆様 

国立市立国立第七小学校 

校長  小畑 行広 

自然災害等緊急時における児童の下校について 

 春陽の候、保護者の皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、本校の教育活動にご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 自然災害を含めた緊急時の児童下校について、原則として以下のように対応をいたします。引き

続き、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．大地震の警戒宣言が発令された場合  

学校で保護者へ引き渡し    

○ラジオ・テレビなど広域広報がでます。メール配信もいたしますが、この場合、すぐにお子さんを引き取

りにおいでください。 

○保護者または「緊急引き取り人」（児童カードに記入された方）に引き渡します。 

○保護者の方が引き取りに来られるまで、学校でお預かりいたします。 

◎登校前に、警戒宣言が発令された場合は、登校させないでください。 

★ 下記の場合は、市教育委員会の指示も受けて迅速に判断し、国立学校一斉メールにて連絡します。 

２．登校後に台風の警報が発令された場合  

学校で保護者へ引き渡し 

○登校中、またはその後、注意報から警報に変わった場合は、引き渡しとなります。 

○児童の登校時間帯に台風が接近しそうな場合は、前日に学校配信メールにて対応をお知らせします。 

３．不審者や事件事故で緊急対応が必要な場合 （緊急事態の場合） 

学校で保護者へ引き渡し 

４．気象状況等により下校に配慮が必要な場合  

全校、もしくは学年ごとに、方面別にまとまって下校 

   ○状況により、全校一斉に下校、もしくは学年ごとに下校します。 

５．不審者や事件事故で注意が必要な場合  

全校、もしくは学年ごとに、方面別にまとまって下校 

○状況により、全校一斉に下校、もしくは学年ごとに下校します。 

★ 方面別にまとまって下校の際は教員が途中まで引率します。 

★ 学童クラブに通う児童について  

①学年毎に下校の場合は、学童クラブへ行きます。 

②保護者引き渡しの場合は、学童クラブと協議し、校内又は学童クラブにて引き渡します。 

以上 


